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第７次川越町総合計画 基本計画（案） 概要 

■部門別計画 

基本方針１ 安全で快適な暮らしができるまちづくり 

基本施策 施策のめざす姿 単位施策 

基本施策１ 

防災・消防・救急

●風水害、地震・津波対策などの防災・減災対策が進み、災害に強いまちが形成され、災害発

生時に住民の生命や財産を守ることができるとともに、行政から確実に情報が届くなど、

住民が不安を感じることなく安全・安心に暮らすことができています。 

●自らの命は自らが守るという自助、地域において互いに助け合うという共助、行政が住民

等に対して救助活動や支援物資の提供などの公的支援を行う公助の考え方にもとづき、住

民、企業等及び行政がそれぞれの役割を果たし、互いに連携して取り組んでいます。 

●四日市市消防本部と消防団が連携し、火災や災害、救急の非常時に対応できる高い消防・救

急・救助の技術を持った消防・救急体制が整っています。 

①水害対策の推進 

②地震・津波対策の推進 

③防災・減災体制の強化 

④防災・災害情報の受発信体制の強化 

⑤消防体制の充実 

⑥救急体制の充実 

基本施策２ 

交通安全・防犯 

●住民一人ひとりが、交通安全や防犯に対する意識を高め、地域と行政が協力し、安心して生

活することができています。 

●交通安全施設や防犯施設が適正に整備され、交通事故や犯罪が発生しにくい町が形成され

ています。 

①交通安全の推進 

②防犯対策の推進 

基本施策３ 

河川・海岸 

●水害対策がされた安全な環境と、町民が水に親しみ、楽しめる魅力的な環境が共存した河

川、海岸が形成されています。 

①河川環境の整備 

②海岸の保全・維持管理 

基本施策４ 

上下水道 

●安全・安心で安定した水の供給が行われています。 

●雨水排水対策により、浸水等の被害から住民の生命と財産が守られています。 

●安定的・持続的な下水道事業経営が行われています。 

①安定した水の供給 

②雨水排水施設の整備 

③下水道事業の安定化 

基本施策５ 

環境共生

●住民一人ひとりが環境問題に対して意識を高め、ごみの発生の抑制、分別やリサイクルに

よる再資源化が進み、住民みんなで地球温暖化対策に取り組む、環境にやさしいまちにな

っています。 

①環境に配慮したまちづくりの推進 

②ごみの適正な収集・処理とリサイクル

の推進 

③不法投棄防止の推進 

④環境監視・公害防止体制の推進 

資料② 
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基本方針２ 便利で活気ある暮らしができるまちづくり 

基本施策 施策のめざす姿 単位施策 

基本施策１ 

市街地・住環境

●優れた交通条件を活かした便利で活気のある市街地と住環境が形成され、誰もが住みた

い、住み続けたいと思えるまちとなっています。 

●土地が有効に活用され、誰もが安心して快適に暮らすことができる良好な市街地が形成

されています。 

①適正な土地利用の推進 

②市街地環境の整備 

③空家対策の推進 

④公園緑地・緑化の推進 

基本施策２ 

道路・交通 

●住民の生活を支える道路網が整備され、誰もが安心して利用できる安全な道路や歩道が

確保されています。 

●自家用車に依存することなく、誰もが利用しやすく、移動しやすい地域公共交通が形成

されています。 

①幹線道路網の整備の促進 

②生活道路の整備の推進 

③道路の適正な維持修繕の推進 

④安全・安心な歩行環境の整備推進 

⑤地域公共交通の推進 

基本施策３ 

産業 

●継続的に農業が営まれ、農地が有する多面的機能も維持されています。 

●地域の特性を活かした地場産業は、時代の変化にも柔軟に対応しながら、持続的に発展

しています。 

●既存商工業の経営革新や新たな企業誘致により、雇用の確保が図られ、町の財政基盤の

維持やまちの活性化につながっています。 

①安定・継続的な農業の推進 

②経営基盤の安定した商工業振興の推進 

③漁港施設の効果的・効率的な管理の推進

④新たな企業誘致の推進 
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基本方針３ 支え合いで安心な暮らしができるまちづくり 

基本施策 施策のめざす姿 単位施策 

基本施策１ 

保健・医療 

●妊産婦・乳幼児をはじめ成人・高齢者まで、それぞれに応じた健康づくりに取り組み、元

気でいきいきと暮らす住民が増えています。 

●保健・医療・福祉の連携により、高齢や病気になっても生きがいをもって安心して暮らす

ことができるまちになっています。 

●町内外の医療機関と保健・福祉が連携し、住民に安全・安心な医療が提供される充実した

地域医療体制が整っています。 

①母子保健の充実 

②感染症予防の推進 

③疾病予防の推進 

④健康づくりの推進 

⑤地域医療体制の充実 

基本施策２ 

子育て支援 

●保育サービスを充実させ、共働き家庭などが安心して子育てと仕事を両立できようになっ

ています。 

●地域ぐるみで支えあい、安心して子育てができ、子どもたちが健やかに成長できる地域に

なっています。 

●一人親家庭が自立した生活を営むことができる地域社会になっています。 

①保育サービスの充実 

②子育て支援サービスの推進 

③子どもの発達支援の推進 

④子どもの居場所づくりの推進 

⑤一人親家庭の支援 

⑥子どもに対する虐待の未然防止の推進 

基本施策３ 

地域福祉 

●住民がともに助け合いながら、積極的に福祉活動に取り組み、安心して生活することがで

きる地域になっています。 

①地域福祉活動の推進 

②地域福祉の担い手の育成 

③ボランティア活動の推進 

基本施策４ 

高齢者福祉 

●高齢者が地域の中で自分らしく生活し続けることができ、介護・支援が必要になった場合

でも、その人の状態や希望に合わせた適切なサービスが提供されています。 

●身近な地域での見守りや地域の協力者による支援が充実しています。 

●高齢者が社会活動や健康・趣味活動に積極的に取り組み、生きがいを持って暮らしていま

す。 

①介護予防・自立支援の充実 

②包括的支援体制の充実 

③地域における支え合い機能の強化 

④高齢者の安心確保への支援 

⑤高齢者の生きがいづくりの推進 

⑥高齢者の移動手段の検討 

基本施策５ 

障害者福祉 

●障害者やその家族が住みなれた地域で安心して生活することができ、地域社会において自

立し、生きがいを持って暮らしています。 

●就労環境が整備され、つながる幸せを実感しながら、みんなが笑顔で働けるまちづくりが

できています。 

①日常生活支援 

②自立と社会参加 

③障害者等の就労環境の整備 
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基本方針４ 人を育み心豊かな暮らしができるまちづくり 

基本施策 施策のめざす姿 単位施策 

基本施策１ 

学校教育 

●「豊かな心」を土台とした社会で生きていく力を身に付けた子どもが育っています。 

●教育内容等の変化に対応した多様な学習活動が実施されています。 

●教育施設の整備と地域との連携が進み、安全で快適な学校生活を送っています。 

①「豊かな心」が培われる教育の充実 

②教師の学びを支える研修の充実 

③園・学校施設の整備・充実 

基本施策２ 

生涯学習 

●住民が気軽に様々な学びやスポーツに触れることができ、また、地域のなかで学び教え合

うことで生涯にわたって生きがいや意欲を持続させ、豊かな心を土台とした様々な活動が

活発に展開されています。 

①生涯学習の充実 

②図書室の機能の充実 

③青少年健全育成の推進 

④生涯スポーツの推進 

⑤文化活動の推進 

⑥文化財の保存・活用の推進 

基本施策３ 

人権尊重・共生 

●性別や年齢、障害の有無、国籍・文化的背景、性的指向・性自認などの多様性が受け入れら

れ、誰もが希望を持って日々自分らしく生き、個性と能力を十分に発揮できる社会になっ

ています。 

①人権に関する取り組みの推進 

②男女共同参画社会の推進 

③多文化共生社会の推進 

基本方針５ 協働と信頼のまちづくり 

基本施策 施策のめざす姿 単位施策 

基本施策１ 

地域活動 

●まちづくりや住民活動の基本であるコミュニティを中心に、地域住民と行政との協働によ

る活力ある地域づくりが行われています。 

●住民の自主的な活動が活発に展開され、行政との適切な役割分担のもとで、住民が主体的

に地域の課題を把握し、課題解決に取り組んでいます。 

①地域活動の促進 

②協働のまちづくりの推進 

基本施策２ 

広報・広聴 

●いろいろな情報媒体により、分かりやすく行政情報を発信し、住民のまちづくりへの関心

が高まるとともに、広く住民の意見を聴くことにより、町民の目線に立った施策が展開さ

れています。 

①広報活動の推進 

②広聴活動の推進 

③情報公開の推進 

基本施策３ 

行財政運営 

●効率的な行政運営と効果的な財政マネジメントにより、健全で安定した行財政運営が行わ

れています。 

●社会情勢の変化や住民ニーズの多様化に柔軟に対応できる職員が育成され、満足度の高い

行政サービスが提供されています。 

●主要な公共施設に Wi-Fi 環境が整備され、電子申請の普及や行政サービスの電子化など、

スマート自治体が実現しています。 

①効率的な行政運営 

②財政の健全化 

③危機管理体制の構築 

④職員の資質向上 

⑤広域行政・広域連携の推進 



5 

■重点施策 

重点施策１ 暮らしを守る安全なまちづくりの推進 

施策方針 施策の方向 

●住民の生命と財産を守るため、川越町地域防災計画等に基づき、防

災・減災対策に重点的に取り組むとともに、防犯対策として、犯罪

を起こさせない環境づくりを進めます。 

①水害対策の強化に向けて、河川、海岸、排水路等の整備を進めます。 

②地震・津波対策の強化に向けて、住宅の耐震化、津波避難施設の整備を進めます。

③自助・共助・公助による防災・減災体制を強化します。 

④迅速な避難行動に向け、正確な防災情報を発信します。 

⑤防犯対策を強化し、犯罪が発生しにくい環境づくりを進めます。 

重点施策２ 途切れのない子育てと学びの推進 

施策方針 施策の方向 

●多様な世代、地域、団体、事業者などが連携し、子育てを支えると

ともに、様々な人々との多様な交流・体験等を通じて、子どもたち

が学び育つ環境づくりを進め、次代を担う子どもを育成するととも

に、子育て世代にとって魅力的なまちづくりに取り組みます。 

①子育て支援のネットワークを強化します。 

②社会で生きていく力を育む教育を充実します。 

③多様な交流・体験の場づくりを提供します。 

重点施策３ 元気に活躍できる健康づくりの推進 

施策方針 施策の方向 

●若年層から途切れのない健康づくりと保健予防を充実し、高齢にな

っても生きがいを持って元気に社会活動や趣味の活動、経済活動な

どに積極的に取り組み、活躍できるまちにしていきます。 

①疾病予防対策を推進します。 

②町民の健康づくりを推進します。 

③社会活動への参加を促進します。 

重点施策４ 多様な主体による地域活動の推進 

施策方針 施策の方向 

●住民誰もが地域活動の担い手として活躍し、積極的に地域課題の解

決や持続可能な地域づくりに取り組むまちの実現をめざします。 

①地域課題の解決に向けた活動を支援します。 

②新しい活動組織・担い手を育成します。 

③社会環境の変化に対応できる地域組織を育成します。 

重点施策５ スマート自治体の推進 

施策方針 施策の方向 

●新しい技術を活用し、業務の改善と行政サービスの向上を実現しま

す。 

①ＩＣＴ環境を整備します。 

②業務のデジタル化を推進します。 

③町民の暮らしの利便性を高めます。 


